
 

○小山市中小企業伴走支援型経営安定資金融資期間の延長に関する要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、厳しい経営環境にある市内中小企業者及び中小企業団体（以

下「中小企業者等」という。）に対して、小山市中小企業伴走支援型経営安定資

金融資要領（以下「融資要領」という。）で定める融資期間の延長を図り、円滑

な資金繰りを支援することにより、中小企業者等の再生、経営基盤の安定を期

し、市内経済の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「信

用保険法」という。）第２条第１項第１号、第２号、第５号又は第６号のいず

れかに該当する者をいう。 

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８

５号）第３条第１項に規定する事業協同組合、企業組合、協業組合又は商工組

合で、かつ、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条

第１項に規定する業種を営む者をいう。 

(3) 保証協会 栃木県信用保証協会をいう。 

(4) 融資振興会 小山市中小企業融資振興会をいう。 

(5) 取扱金融機関 資金の融資を取り扱う金融機関として市長が指定したもの

をいう。 

（対象資金） 

第３条 対象資金は、融資要領に定める伴走支援型経営安定資金とする。 

（対象者） 

第４条 この要領に基づく申し込み時点において、対象資金の融資を受けている者

（以下「既往債務者」という。）であって、当該融資の実行時の融資要領に定め

る融資期間を超えて融資期間の延長を申し込む者とする。なお、融資要領に定め

る融資期間内の条件変更については、従前と同様の取扱とする。 



 

（融資期間の延長） 

第５条 延長できる融資期間は５年を限度とし、取扱金融機関及び保証協会の双方

が認めた期間とする。  

（返済方法） 

第６条 返済方法は、取扱金融機関及び保証協会が認めた方法で変更できるものと

する。 

（申込手続） 

第７条 融資期間の延長を申し込もうとする者は、融資期間延長申込書（別記様

式）に市税の納税証明書（未納がない旨の証明）、事業許可書の写し（許認可業

種の場合）及び返済計画他融資期間の延長を審査する上で必要であると指定する

書類を添えて、取扱金融機関を経由し融資振興会に申し込むものとする。 

（報告） 

第８条 取扱金融機関は、毎月１０日までに前月分の融資期間の延長に係る保証条

件変更申込書の写しの提出により、融資振興会を経由して市長に報告しなければ

ならない。 

（調査等） 

第９条 市長は、この内規に基づく融資期間の延長について、特に必要があると認

めたときは、既往債務者又は取扱金融機関に対して、調査・指導を行うことがで

きる。 

（要領の遵守） 

第１０条 取扱金融機関、保証協会及び既往債務者は、この要領を遵守しなければ

ならない。 

（期限前償還） 

第１１条 取扱金融機関は、既往債務者が要領に違反した場合は、市長に協議の

上、既往債務について償還期限前に当該資金の全部又は一部の償還を求めること

ができる。 

（契約） 

第１２条 市長は、保証協会及び取扱金融機関と資金の融資に関する契約を締結す

るものとする。 



 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

（別記様式） 

  年  月  日 

融資期間延長申込書 

小 山 市 長 様 
（商業観光課扱い） 

申込人                  

 

取扱金融機関名              

下記のとおり融資期間の延長を申し込みます。 

記 

１．申込人の概要 

住 所  

企 業 名 

又 は 商 号 
 

代 表 者 名 

又 は 氏 名 
 

業 種 
主たる 

業 種 
 

従たる 

業 種 
 

資 本 金  

従 業 員 数 常用      人 臨時      人 計       人 

 

２．融資期間延長の内容 

資 金 名  

当 初 融 資 額 千円 融 資 実 行 日   年  月  日 

当初貸付期間 

( )据置期間 
  年  月(  月) 返 済 方 法  

現在の融資残高 千円 条件変更予定日   年  月  日 

変 更 理 由  

変更後貸付期間 

( )据置期間 
  年  月(  月) 返 済 方 法  

保 証 番 号  

備 考  


